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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第62期

第１四半期
連結累計期間

第63期
第１四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 48,069 57,691 219,661

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 673 △187 4,635

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) 600 △188 1,627

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,794 △737 8,458

純資産額 (百万円) 78,049 78,462 80,655

総資産額 (百万円) 126,434 140,374 143,485

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) 16.47 △5.16 44.66

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 58.1 53.4 53.1
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 
中     国

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増した浙江泰極愛思汽車部件有限公司（特定子会社）を連結の

範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。
　

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税による個人消費の落ち込みは見られるものの、政

府の経済政策による企業収益の改善などから、景気は弱めながら回復基調が続いております。一方、海外におきま

しては、米国経済は回復基調で推移しましたが、アジア地域の政情不安、中国経済の成長鈍化など、新興国におけ

る不安定要素もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内では消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動は見

られましたが、限定的な影響にとどまり、徐々に持ち直しつつあります。また、海外においては、タイでは減産が

続いておりますが、中国、北米市場などの需要は堅調に推移いたしました。

このような経営環境のもと、当第１四半期連結累計期間における業績は、前年同四半期と比べ、中南米及び中国

での販売が増加したことから、売上高は576億9千1百万円と前年同四半期に比べ96億2千2百万円（20.0％）の増収

となりました。一方、利益面につきましては、新規受注車種の量産立上げに係る一時費用の発生等により、営業損

失は10億8千万円（前年同四半期は営業損失4億6千5百万円）、経常損失は1億8千7百万円（前年同四半期は経常利

益6億7千3百万円）、四半期純損失は1億8千8百万円（前年同四半期は四半期純利益6億円）となりました。
　

  セグメントの業績は、次のとおりであります。
　

 ①日     本

売上高は279億2千5百万円（前年同四半期比1.1％増）、営業損失は4億2千4百万円（前年同四半期は営業

損失5億4千5百万円）となりました。
　

 ②北     米

堅調な北米の自動車需要に支えられ、売上高は113億1千万円（前年同四半期比16.4％増）、営業利益は2

億3千8百万円（前年同四半期比35.2％増）となりました。
　

 ③中 南 米

新規受注車種の立ち上り等により、売上高は119億7千8百万円（前年同四半期比53.6％増）となりました

が、量産立上げに係る一時費用発生等により、営業損失3億7千6百万円（前年同四半期は営業損失1千2百万

円）となりました。
　

 ④欧     州

売上高は1億2千6百万円（前年同四半期比42.4％減）、営業損失は4千8百万円（前年同四半期は営業損失

1億円）となりました。
　

 ⑤中     国

新規受注車種の販売増加等により、売上高は55億8千万円（前年同四半期比106.9％増）となりました。

利益面につきましては、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めた新設子会社３社での生産立上

げに係る準備費用の発生等により、営業損失は5億4千3百万円（前年同四半期は営業損失3千6百万円）とな

りました。
　

 ⑥東南アジア

当第１四半期連結会計期間よりタチエス オートモーティブ シーティング (THAILAND) Co.,Ltd.を連結

の範囲に含めたことにより、売上高は7億6千9百万円となりました。利益面につきましては、新規受注した

シートフレームに係る生産準備費用の発生等により、営業損失は1千7百万円（前年同四半期は営業損失2千

6百万円）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、1,403億7千4百万円と前連結会計年度末に比べ31億1千万円減少して

おります。これは主に、原材料及び貯蔵品が22億6千2百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が18億3千9百万

円、投資有価証券が23億1千5百万円それぞれ減少したことによるものであります。

 負債合計は、流動負債が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ9億1千8百万円減少し619億1千2百万円と

なりました。

 純資産合計は、少数株主持分が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ21億9千2百万円減少し784億6千

2百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

①基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念及び企業価値の源泉を理解し、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であること

が必要であると考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社

の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。

 もとより、当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の

利益に資するものであれば、これを否定するべきでないと考えておりますが、大規模買付行為の中には、係る行

為の目的が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、当社の株主に株式の売却を事実

上強要する恐れのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するため

の十分な時間や情報を与えないものなど、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定さ

れます。

 当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な

措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

　

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的内容の

概要

当社は、創業以来、自動車シートの専門メーカーとして、多くの自動車メーカーよりお取引きいただいており

ます。このビジネスの特長を活かして、今日まで事業を維持発展させてまいりました。国内における自動車メー

カーと自動車シートメーカーとの取引関係は特定されているのが一般的であり、当社は極めてユニークな存在で

あります。今後とも、このビジネスの強みを安定的に維持、発展していくためには当社の独自性に基づく自主自

立の企業環境を継続していくことが前提となります。

当社が関連する自動車業界におきましては、一段と成熟化が進み、今後国内での生産量の増加は期待できない

大変厳しい状況にあります。こうした環境の中、得意先自動車メーカー各社は生き残りを賭けた新たな中長期の

成長戦略を掲げ、グローバルで活動を推進しており、当社もこの新戦略の流れ、とりわけ新興国を中心とした事

業展開に挑戦することが、生き残りをかけた正念場であると認識しております。そこで当社は、平成28年度を到

達年度とするビジョン『Global Challenge １７７（以下『ＧＣ１７７』という。）』を新たに定め、「品質No.

１」「営業利益率７％」「世界生産シェア７％」の３つの長期目標を掲げ、この目標を達成するための諸施策を

着実に実行することにより、『グローバル・シート・システム・クリエーター』としての基盤を強化し、世界で

存在感ある企業を目指していきたいと考えております。

　

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組みの具体的内容の概要

当社は、平成24年６月27日に開催された第60回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関す

る対応策（買収防衛策）継続の件」（以下「本プラン」といいます。）をご承認いただいております。本プラン

は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様にお

いて買収提案等に応じるか否かについての適切な判断を行うために必要かつ十分な情報及び時間を確保するこ

と、当社取締役会等において大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保すること、並びに、当社の

企業価値・株主共同の利益を損なうと認められる大規模買付行為に対する対抗措置を予め明らかにすることによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して警告を

行うことを目的としております。

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

四半期報告書

 4/18



 

本プランの対象となる大規模買付行為は、以下の1）又は2）に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似す

る行為となります。

1）当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

2）当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株

式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

なお、本プランにおける対抗措置の具体的な内容としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定してお

ります。

　

④取組みに対する当社取締役会の判断及び理由

当社取締役会は、以下の理由から本プランが基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではな

いこと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

1）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」において示された三原則である「企業価値・株主共同の利益

の確保・向上の原則」「事前開示・株主意思の原則」「必要性・相当性確保の原則」の全てを充足してい

ます。また、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」の内容にも準じております。

2）当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為がなされようとする際に、当該大規模買付行為に応じ

るべきか否かを株主の皆様がご判断され、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報を

提供すると共に、妥当な期間を確保し、株主の皆様のために当社取締役会が買付者等と交渉を行うこと等

を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導

入されるものです。

3）株主の皆様の意思を重視するものであること

本プランは、買付者等が大規模買付ルールに従うことなく大規模買付行為を行う場合に特別委員会が対

抗措置の発動を勧告する場合及び特別委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による

大規模買付行為に対する対抗措置発動の是非につき、株主総会において株主の皆様の意思を直接確認する

ものです。

また、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議

に従い変更又は廃止されることになります。このように、本プランの導入、変更及び廃止に関して、株主

の皆様の意思が十分反映される仕組みを確保しています。

4）独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示

当社は、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役

会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設置します。特別委員会

は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び当社社外監査役を含む社外有識者

の中から当社取締役会により選任された者により構成されます。また、当社は、必要に応じ特別委員会の

判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益

に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

5）合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当

社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

6）デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することが

できるものとしています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数

を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期が現

在１年のため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、

その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

　

なお、詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

（http://www.tachi-s.co.jp/uploads/pdfs/newsrelease_1/20120510_tachi-s.pdf）

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は14億1百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,442,846 36,442,846
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 36,442,846 36,442,846 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年６月30日 ― 36,442 ― 9,040 ― 8,592
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないことから、直前の基準日である平成26年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
普通株式     3,600

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 36,403,800 364,038 ―

単元未満株式 普通株式    35,446 ― ―

発行済株式総数   36,442,846 ― ―

総株主の議決権 ― 364,038 ―
 

 (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式 26株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

株式会社タチエス
東京都昭島市
松原町三丁目３番７号

3,600 ― 3,600 0.01

計 ― 3,600 ― 3,600 0.01
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 32,557 32,730

  受取手形及び売掛金 32,888 31,049

  有価証券 158 156

  商品及び製品 1,283 1,423

  仕掛品 675 684

  原材料及び貯蔵品 6,018 8,281

  その他 6,625 5,378

  貸倒引当金 △16 △37

  流動資産合計 80,192 79,666

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 10,967 12,003

   機械装置及び運搬具（純額） 9,194 9,658

   その他（純額） 11,568 11,311

   有形固定資産合計 31,730 32,973

  無形固定資産   

   のれん - 137

   その他 611 733

   無形固定資産合計 611 870

  投資その他の資産   

   投資有価証券 25,531 23,215

   その他 5,428 3,658

   貸倒引当金 △9 △9

   投資その他の資産合計 30,950 26,863

  固定資産合計 63,292 60,707

 資産合計 143,485 140,374
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 37,148 34,575

  短期借入金 4,370 3,682

  未払法人税等 1,196 457

  その他 11,335 14,171

  流動負債合計 54,051 52,886

 固定負債   

  長期借入金 3,000 3,000

  役員退職慰労引当金 14 10

  退職給付に係る負債 932 1,137

  その他 4,833 4,877

  固定負債合計 8,779 9,026

 負債合計 62,830 61,912

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,040 9,040

  資本剰余金 9,518 9,518

  利益剰余金 51,462 50,781

  自己株式 △3 △3

  株主資本合計 70,017 69,336

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,058 3,316

  為替換算調整勘定 3,291 2,554

  退職給付に係る調整累計額 △215 △206

  その他の包括利益累計額合計 6,134 5,663

 少数株主持分 4,502 3,461

 純資産合計 80,655 78,462

負債純資産合計 143,485 140,374
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 48,069 57,691

売上原価 45,559 54,492

売上総利益 2,510 3,198

販売費及び一般管理費   

 従業員給料及び手当 728 939

 発送運賃 385 418

 その他 1,862 2,921

 販売費及び一般管理費合計 2,976 4,279

営業損失（△） △465 △1,080

営業外収益   

 受取利息 47 47

 受取配当金 80 102

 持分法による投資利益 831 515

 為替差益 183 123

 雑収入 41 131

 営業外収益合計 1,184 919

営業外費用   

 支払利息 30 24

 雑支出 15 1

 営業外費用合計 46 25

経常利益又は経常損失（△） 673 △187

特別利益   

 固定資産売却益 0 6

 固定資産受贈益 94 -

 関係会社株式売却益 - 288

 退職給付制度改定益 91 -

 負ののれん発生益 - 0

 特別利益合計 186 294

特別損失   

 固定資産処分損 61 6

 特別損失合計 61 6

税金等調整前四半期純利益 798 101

法人税、住民税及び事業税 348 460

法人税等調整額 △264 △209

法人税等合計 83 250

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

714 △149

少数株主利益 114 38

四半期純利益又は四半期純損失（△） 600 △188
 

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

四半期報告書

11/18



【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

714 △149

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 588 257

 為替換算調整勘定 1,842 △394

 退職給付に係る調整額 - △2

 持分法適用会社に対する持分相当額 649 △449

 その他の包括利益合計 3,079 △587

四半期包括利益 3,794 △737

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,415 △658

 少数株主に係る四半期包括利益 379 △78
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増した浙江泰極愛思汽車部件有限公司、襄陽東風李爾泰極愛思汽

車座椅有限公司及び泰極愛思(武漢)汽車内飾有限公司を連結の範囲に含めております。

また、持分法適用の関連会社であったタックル シーティング Thailand Co.,Ltd.は、株式を追加取得して

子会社化するとともに、社名をタチエス オートモーティブ シーティング (THAILAND) Co.,Ltd.に変更し、

連結の範囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増した大連東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司を持分法の適用の

範囲に含めております。

また、タックル シーティング Thailand Co.,Ltd.は、持分法適用会社から連結子会社となったため、タッ

クル シーティング UK Limitedは、株式売却により関連会社でなくなったため、持分法適用の範囲から除外

しております。

 
(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間

帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年

数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を

使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が232百万円増加し、利益剰余金が100百万円

減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 １ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

浙江吉倶泰汽車内飾有限公司
232百万円 228百万円

[ 14,000千RMB] [ 14,000千RMB]

フジキコウ タチエス メキシコ
S.A. DE C.V.

158百万円 156百万円

[ 20,060千MXN] [ 20,060千MXN]

浙江富昌泰汽車零部件有限公司
19百万円 74百万円

[ 1,201千RMB] [ 4,567千RMB]

計 410百万円 459百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 783百万円 934百万円

のれんの償却額 ―百万円 7百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 255 7 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 327 9 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日 本 北 米 中 南 米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高          

外部顧客
への売上高

27,630 9,713 7,798 219 2,697 9 48,069 ― 48,069

          

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

707 249 341 52 2,131 0 3,483 △3,483 ―

計 28,337 9,962 8,140 272 4,829 10 51,552 △3,483 48,069

セグメント利益
又は損失(△)

△545 176 △12 △100 △36 △26 △545 79 △465
 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日 本 北 米 中 南 米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高          

外部顧客
への売上高

27,925 11,310 11,978 126 5,580 769 57,691 ― 57,691

          

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

800 274 331 68 3,337 4 4,816 △4,816 ―

計 28,725 11,584 12,309 195 8,918 774 62,508 △4,816 57,691

セグメント利益
又は損失(△)

△424 238 △376 △48 △543 △17 △1,172 91 △1,080
 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) 16円47銭 △5円16銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万円) 600 △188

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)(百万円)

600 △188

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,439 36,439
 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

四半期報告書

16/18



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月８日

株式会社タチエス

取 締 役 会 御 中

 

あ ら た 監 査 法 人
 

 

指  定  社  員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 戸 田     栄

 

 

指  定  社  員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 椎 野 泰 輔

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエ

スの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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